
２０１１年１１月７日 

日立キャピタル損害保険株式会社    

    

鹿児島県奄美地方における１１月２日の鹿児島県奄美地方における１１月２日の鹿児島県奄美地方における１１月２日の鹿児島県奄美地方における１１月２日の    

大雨により被害を受けられました皆様にお見舞い申し上げます大雨により被害を受けられました皆様にお見舞い申し上げます大雨により被害を受けられました皆様にお見舞い申し上げます大雨により被害を受けられました皆様にお見舞い申し上げます    

 

このたび、鹿児島県奄美地方における 11月 2日の大雨により被害を受けられた皆様

に、心よりお見舞い申し上げます。一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。 

弊社では、被害を受けられたお客様からの連絡、お問合せを承っておりますので  

ご案内申し上げます。 

 

 

火災保険事故受付専用フリーダイヤル（２４時間受付） 

電話 ０１２０－７７７－６４０（無料） 

 

 

 ■災害救助法適用に伴う特別措置のご案内 

   このたび、鹿児島県奄美地方における 11月 2日の大雨による災害発生により災害救助法が

適用されたことに伴いまして、弊社では適用地域にお住まいのご契約者の皆様を対象に、  

「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきまして、一定期間の猶予措

置を設ける特別措置を実施いたします。 

本措置の適用をご希望の方は、ご契約の取扱代理店、または下記弊社窓口にお問合せくだ

さい。 

 

   特別措置に関するお問合せ先（受付時間：午前 9時～午後 5 時 (土・日・祝日を除く)） 

     フリーダイヤル ０１２０－７７７－９７０（無料） 

 

 

 

 

   災害救助法の適用地域のご確認に関しましては以下ホームページを 

ご確認ください。 

 

【厚生労働省ホームページ 報道発表資料】 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001tiuc.html 

 

・ 平成２３年１１月２日の奄美地方における大雨による被害にかかる災害救助法の

適用について 

 

 

以上 


